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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続可能な端末装置と、
　所定のサービスを受けるためのサービス登録を、前記ネットワークを介して当該サービ
スを受ける利用者の前記端末装置からの要求に応じて行うサービス登録装置と、
　視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像のデータと、前記サー
ビスに関するカード画像であって前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像を
重畳させて表示するための複数の表示領域が設けられたカード画像のデータを記憶する記
憶部と、
　前記ネットワークを介して前記利用者の端末装置に前記第１のスタンプ画像、前記第２
のスタンプ画像、及び前記カード画像のデータを提供する画像提供装置と、
　前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像のデータを管理するためのスタン
プ画像管理情報と、前記利用者を識別するための利用者識別情報と、を対応付けて利用者
毎に判別可能に登録しておくデータベースと、
　を備えるサービス登録処理システムであって、
　前記サービス登録を認識するサービス登録認識手段と、
　前記サービス登録が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報
に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第１特定手段と
、
　前記カード画像に設けられた何れか一つの表示領域に前記第１のスタンプ画像が表示さ
れることを示す情報を、前記第１特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中
に登録する第１スタンプ画像登録手段と、
　前記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識するサービス確定認識手段と、
　前記サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情
報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第２特定手段
と、
　前記サービスの確定が認識された場合に、前記カード画像に設けられた何れか一つの表
示領域に表示されている前記第１のスタンプ画像に代えて、前記第１のスタンプ画像が表
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示されていた表示領域に当該第１のスタンプ画像とは視覚的に区別可能な前記第２のスタ
ンプ画像が表示されることを示す情報を、前記第２特定手段により特定された前記スタン
プ画像管理情報中に登録する第２スタンプ画像登録手段と、
　を備えることを特徴とするサービス登録処理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のサービス登録処理システムにおいて、
　前記画像提供装置は、
　前記端末装置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信するカード要求受信手段と
、
　前記端末装置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データ
ベースを参照して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、
　前記要求に係るカード画像のデータと、前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示さ
れる前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタ
ンプ画像のデータと、を取得する情報取得手段と、
　前記取得されたカード画像のデータ及び前記スタンプ画像のデータを含む応答情報を前
記ネットワークを介して前記端末装置に送信するカード画像送信手段と、
　を備え、
　前記端末装置は、
　前記画像提供装置から送信されてきた応答情報を受信する応答情報受信手段と、
　前記受信された応答情報に含まれるカード画像を表示画面上に表示させると共に、当該
カード画像における表示領域上に前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の
少なくとも何れか一方のスタンプ画像を表示させる表示制御手段と、
　を備えることを特徴とするサービス登録処理システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のサービス登録処理システムにおいて、
　前記画像提供装置は、
　前記端末装置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信するカード要求受信手段と
、
　前記端末装置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データ
ベースを参照して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、
　前記要求に係るカード画像のデータと、前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示さ
れる前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタ
ンプ画像のデータと、を取得する情報取得手段と、
　前記カード画像における表示領域上に前記特定されたスタンプ画像管理情報に示された
前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ
画像を重畳させて表示用カード画像を生成する表示用カード画像生成手段と、
　前記生成された表示用カード画像のデータを含む応答情報を前記ネットワークを介して
前記端末装置に送信するカード画像送信手段と、
　を備え、
　前記端末装置は、
　前記画像提供装置から送信されてきた応答情報を受信する応答情報受信手段と、
　前記受信された応答情報に含まれる表示用カード画像を表示画面上に表示させる表示制
御手段と、
　を備えることを特徴とするサービス登録処理システム。
【請求項４】
　ネットワークに接続可能な端末装置と、
　所定のサービスを受けるためのサービス登録を、前記ネットワークを介して当該サービ
スを受ける利用者の前記端末装置からの要求に応じて行うサービス登録装置と、
　視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像のデータと、前記サー
ビスに関するカード画像であって前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像を
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重畳させて表示するための複数の表示領域が設けられたカード画像のデータを記憶する記
憶部と、
　前記ネットワークを介して前記利用者の端末装置に前記第１のスタンプ画像、前記第２
のスタンプ画像、及び前記カード画像のデータを提供する画像提供装置と、
　前記カード画像のデータと、前記利用者を識別するための利用者識別情報と、を対応付
けて利用者毎に判別可能に登録しておくデータベースと、
　を備えるサービス登録処理システムであって、
　前記サービス登録を認識するサービス登録認識手段と、
　前記サービス登録が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報
に対応するカード画像を前記データベースを参照して特定し、且つ、前記第１のスタンプ
画像を表示させるべき前記特定されたカード画像における何れかの表示領域を特定する特
定手段と、
　前記特定手段により特定された前記表示領域に前記第１のスタンプ画像を重畳し、当該
重畳されたカード画像のデータを前記データベースに更新登録する第１スタンプ画像重畳
手段と、
　前記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識するサービス確定認識手段と、
　前記サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情
報に対応するカード画像を前記データベースを参照して特定し、当該特定されたカード画
像の表示領域に重畳された前記第１のスタンプ画像に代えて、前記第１のスタンプ画像が
表示されていた表示領域に当該第１のスタンプ画像とは視覚的に区別可能な前記第２のス
タンプ画像を重畳し、当該重畳されたカード画像のデータを更新登録する第２スタンプ画
像重畳手段と、
　を備えることを特徴とするサービス登録処理システム。
【請求項５】
　視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像のデータと、所定のサ
ービスに関するカード画像であって前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像
を重畳させて表示するための複数の表示領域が設けられたカード画像のデータを記憶する
記憶部を有し、ネットワークを介して前記サービスを受ける利用者の端末装置に前記第１
のスタンプ画像、前記第２のスタンプ画像、及び前記カード画像のデータを提供する画像
提供装置であって、
　前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像のデータを管理するためのスタン
プ画像管理情報と、前記利用者を識別するための利用者識別情報と、を対応付けて利用者
毎に判別可能に登録しておくデータベースにアクセスするデータベースアクセス手段と、
　前記利用者の前記サービスを受けるためのサービス登録をネットワークを介して接続さ
れた前記端末装置からの要求に応じて行うサービス登録装置による当該サービス登録を認
識するサービス登録認識手段と、
　前記サービス登録が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報
に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第１特定手段と
、
　前記カード画像に設けられた何れか一つの表示領域に前記第１のスタンプ画像が表示さ
れることを示す情報を、前記第１特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中
に登録する第１スタンプ画像登録手段と、
　前記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識するサービス確定認識手段と、
　前記サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情
報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第２特定手段
と、
　前記サービスの確定が認識された場合に、前記カード画像に設けられた何れか一つの表
示領域に表示されている前記第１のスタンプ画像に代えて、当該第１のスタンプ画像とは
視覚的に区別可能な前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す情報を、前記第２特
定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中に登録する第２スタンプ画像登録手
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段と、
　を備えることを特徴とする画像提供装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の画像提供装置において、
　前記端末装置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信するカード要求受信手段と
、
　前記端末装置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データ
ベースを参照して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、
　前記要求に係るカード画像のデータと、前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示さ
れる前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタ
ンプ画像のデータと、を取得する情報取得手段と、
　前記取得されたカード画像のデータ及び前記スタンプ画像のデータを含む応答情報を前
記ネットワークを介して前記端末装置に送信するカード画像送信手段と、
　を備えることを特徴とする画像提供装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の画像提供装置において、
　前記端末装置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信するカード要求受信手段と
、
　前記端末装置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データ
ベースを参照して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、
　前記要求に係るカード画像のデータと、前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示さ
れる前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタ
ンプ画像のデータと、を取得する情報取得手段と、
　前記カード画像における表示領域上に前記特定されたスタンプ画像管理情報に示された
前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ
画像を重畳させて表示用カード画像を生成する表示用カード画像生成手段と、
　前記生成された表示用カード画像を含む応答情報を前記ネットワークを介して前記端末
装置に送信するカード画像送信手段と、
　を備えることを特徴とする画像提供装置。
【請求項８】
　請求項５乃至７の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記サービスは宿泊施設の提供サービスであり、前記カード画像は宿泊施設毎に登録さ
れるものであって、
　前記スタンプ画像管理情報には、前記宿泊施設を識別するための宿泊施設識別情報が対
応付けられており、
　前記サービス登録認識手段は、前記宿泊施設の予約の登録を前記サービス登録として認
識し、
　前記第１特定手段は、前記予約の登録が認識された場合に、前記宿泊施設の提供サービ
スを受ける利用者の利用者識別情報に対応し、且つ、当該サービス登録がなされた宿泊施
設提供サービスに係る宿泊施設の宿泊施設識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を特
定し、
　前記サービス確定認識手段は、前記宿泊施設の予約が確定し宿泊がなされることを前記
サービスの確定として認識し、
　前記第２特定手段は、前記宿泊施設の予約が確定し宿泊がなされることが認識された場
合に、当該宿泊施設の提供サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応し、且つ、当
該宿泊がなされる宿泊施設の宿泊施設識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を特定す
ることを特徴とする画像提供装置。
【請求項９】
　請求項５乃至８の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記第２スタンプ画像登録手段により前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す
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情報が登録された場合に、前記サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応する前記
スタンプ画像管理情報に基づいて、当該利用者の前記カード画像における前記表示領域に
表示される前記第２のスタンプ画像の数を認識する第２のスタンプ画像数認識手段と、
　前記認識された前記第２のスタンプ画像の数が、予め設定された基準数に達しているか
否かを判別する基準数到達判別手段と、
　前記基準数到達判別手段により前記基準数に達していると判別された場合には、当該利
用者に対して与える報酬に関する報酬情報を、当該利用者の利用者識別情報に対応付けて
登録する報酬情報登録手段と、
　ことを特徴とする画像提供装置。
【請求項１０】
　請求項５乃至９の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記第２スタンプ画像登録手段により前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す
情報が登録された場合に、前記サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応する前記
スタンプ画像管理情報に基づいて、当該利用者の前記カード画像における前記表示領域に
表示される前記第２のスタンプ画像の数を認識する第２スタンプ画像数認識手段と、
　前記認識された前記第２のスタンプ画像の数が、予め設定された基準数に達しているか
否かを判別する基準数到達判別手段と、
　前記基準数到達判別手段により前記基準数に達していると判別された場合には、当該利
用者に対して報酬が与えられることを示す情報を、前記ネットワークを介して当該利用者
の端末装置に送信する報酬情報送信手段と、
　を備えることを特徴とする画像提供装置。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の画像提供装置において、
　夫々の前記表示領域は、順序付けされ、且つ当該順序付けにしたがって前記カード画像
上において順番に配列されおり、
　前記第１のスタンプ画像は、前記表示領域の配列順に表示されるものであって、
　前記基準数に相当する順番の前記表示領域は、他の前記表示領域と視覚的に区別可能な
表示態様になっていることを特徴とする画像提供装置。
【請求項１２】
　請求項５乃至１１の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記サービス確定認識手段は、前記サービス登録がなされた当該サービスについて予め
設定された確定日に到来した場合に、当該サービスの確定を認識することを特徴とする画
像提供装置。
【請求項１３】
　請求項５乃至１２の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記カード画像には、前記カード画像の有効期限が設定されており、
　前記第１スタンプ画像登録手段は、前記カード画像の有効期限が経過している場合、前
記第１のスタンプ画像が表示されることを示す情報の前記スタンプ画像管理情報中への登
録を行わず、
　前記第２スタンプ画像登録手段は、前記カード画像の有効期限が経過している場合であ
っても、前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す情報の前記スタンプ画像管理情
報中への登録を行うことを特徴とする画像提供装置。
【請求項１４】
　請求項５乃至１３の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記第１のスタンプ画像と前記第２のスタンプ画像は同一形状の絵柄を有する画像であ
って、且つ、前記第２のスタンプ画像に係る絵柄は、前記第１のスタンプ画像に係る絵柄
よりも濃い色からなることを特徴とする画像提供装置。
【請求項１５】
　請求項５乃至１４の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記スタンプ画像管理情報には、前記カード画像に設けられた表示領域に表示される前
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記第１のスタンプ画像の総数、及び前記第２のスタンプ画像の総数を示す情報が含まれて
おり、
　前記第１スタンプ画像登録手段は、前記第１特定手段により特定された前記スタンプ画
像管理情報中における前記第１のスタンプ画像の総数に対して、前記第１のスタンプ画像
が表示されることを示す情報として少なくとも１を加算登録し、
　前記第２スタンプ画像登録手段は、前記第２特定手段により特定された前記スタンプ画
像管理情報中における前記第１のスタンプ画像の総数に対して少なくとも１を減算登録し
、且つ、前記第２特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中における前記第
２のスタンプ画像の総数に対して、前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す情報
として少なくとも１を加算登録することを特徴とする画像提供装置。
【請求項１６】
　請求項５乃至１４の何れか一項に記載の画像提供装置において、
　前記第１スタンプ画像登録手段は、前記第１のスタンプ画像を表示させるべき前記カー
ド画像における何れかの表示領域を特定し、当該特定された表示領域に前記第１のスタン
プ画像が表示されることを示す情報を、前記第１特定手段により特定された前記スタンプ
画像管理情報中に登録し、
　前記第２スタンプ画像登録手段は、前記第１のスタンプ画像が表示される表示領域のう
ち、前記第２のスタンプ画像が表示されるべき前記表示領域を特定し、当該特定された前
記表示領域に前記第１のスタンプ画像に代えて、前記第２のスタンプ画像が表示されるこ
とを示す情報を、前記第２特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中に登録
することを特徴とする画像提供装置。
【請求項１７】
　視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像のデータと、所定のサ
ービスに関するカード画像であって視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のス
タンプ画像のを重畳させて表示するための複数の表示領域が設けられたカード画像のデー
タを記憶する記憶部を有し、ネットワークを介して前記サービスを受ける利用者の端末装
置に前記第１のスタンプ画像、前記第２のスタンプ画像、及び前記カード画像のデータを
提供する画像提供装置であって、
　前記カード画像のデータと、前記利用者を識別するための利用者識別情報と、を対応付
けて利用者毎に判別可能に登録しておくデータベースにアクセスするデータベースアクセ
ス手段と、
　前記サービス登録装置による前記サービス登録を認識するサービス登録認識手段と、
　前記サービス登録が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報
に対応するカード画像を前記データベースを参照して特定し、且つ、前記第１のスタンプ
画像を表示させるべき前記特定されたカード画像における何れかの表示領域を特定する特
定手段と、
　前記特定手段により特定された前記表示領域に前記第１のスタンプ画像を重畳し、当該
重畳されたカード画像のデータを前記データベースに更新登録する第１スタンプ画像重畳
手段と、
　前記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識するサービス確定認識手段と、
　前記サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情
報に対応するカード画像を前記データベースを参照して特定し、当該特定されたカード画
像の表示領域に重畳された前記第１のスタンプ画像に代えて、当該第１のスタンプ画像と
は視覚的に区別可能な前記第２のスタンプ画像を重畳し、当該重畳されたカード画像のデ
ータを更新登録する第２スタンプ画像重畳手段と、
　を備えることを特徴とする画像提供装置。
【請求項１８】
　所定のサービスに関するカード画像であって視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及
び第２のスタンプ画像を表示するための複数の表示領域が設けられたカード画像のデータ
を、ネットワークを介して前記サービスを受ける利用者の端末装置に提供するコンピュー
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タにおける画像提供方法であって、
　前記コンピュータは、
　前記スタンプ画像を管理するためのスタンプ画像管理情報と、前記利用者を識別するた
めの利用者識別情報と、を対応付けて利用者毎に判別可能に登録しておくデータベースに
アクセスする工程と、
　前記利用者の前記サービスを受けるためのサービス登録をネットワークを介して接続さ
れた前記端末装置からの要求に応じて行うサービス登録装置による当該サービス登録を認
識する工程と、
　前記サービス登録が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報
に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第１特定工程と
、
　前記カード画像に設けられた何れか一つの表示領域に前記第１のスタンプ画像が表示さ
れることを示す情報を、前記第１特定工程により特定された前記スタンプ画像管理情報中
に登録する工程と、
　前記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識する工程と、
　前記サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情
報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第２特定工程
と、
　前記カード画像に設けられた何れか一つの表示領域に表示されている前記第１のスタン
プ画像に代えて、当該第１のスタンプ画像とは視覚的に区別可能な前記第２のスタンプ画
像が表示されることを示す情報を、前記第２特定工程により特定された前記スタンプ画像
管理情報中に登録する工程と、
　を備えることを特徴とする画像提供方法。
【請求項１９】
　コンピュータを請求項５乃至１７の何れか一項に記載の画像提供装置として機能させる
ことを特徴とする画像提供プログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】サービス登録処理システム、画像提供装置、画像提供方法、及び画像提供
プログラム
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　そこで、本発明は、以上の点を課題の一例としてなされたものであり、サービスを受け
るための登録の段階と、サービスの確定の段階とを考慮して、利用者に与えられるべき（
与えられる予定の）ポイントと、実際に与えられたポイントを容易に把握可能なスタンプ
画像を利用者に対して付与することのできるサービス登録処理システム、画像提供装置、
画像提供方法、及び画像提供プログラムを提供することを目的とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
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　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、ネットワークに接続可能な端末
装置と、所定のサービスを受けるためのサービス登録を、前記ネットワークを介して当該
サービスを受ける利用者の前記端末装置からの要求に応じて行うサービス登録装置と、視
覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像のデータと、前記サービス
に関するカード画像であって前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像を重畳
させて表示するための複数の表示領域が設けられたカード画像のデータを記憶する記憶部
と、前記ネットワークを介して前記利用者の端末装置に前記第１のスタンプ画像、前記第
２のスタンプ画像、及び前記カード画像のデータを提供する画像提供装置と、前記第１の
スタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像のデータを管理するためのスタンプ画像管理情
報と、前記利用者を識別するための利用者識別情報と、を対応付けて利用者毎に判別可能
に登録しておくデータベースと、を備えるサービス登録処理システムであって、前記サー
ビス登録を認識するサービス登録認識手段と、前記サービス登録が認識された場合に、当
該サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記デー
タベースを参照して特定する第１特定手段と、前記カード画像に設けられた何れか一つの
表示領域に前記第１のスタンプ画像が表示されることを示す情報を、前記第１特定手段に
より特定された前記スタンプ画像管理情報中に登録する第１スタンプ画像登録手段と、前
記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識するサービス確定認識手段と、前記
サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対
応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第２特定手段と、前
記サービスの確定が認識された場合に、前記カード画像に設けられた何れか一つの表示領
域に表示されている前記第１のスタンプ画像に代えて、前記第１のスタンプ画像が表示さ
れていた表示領域に当該第１のスタンプ画像とは視覚的に区別可能な前記第２のスタンプ
画像が表示されることを示す情報を、前記第２特定手段により特定された前記スタンプ画
像管理情報中に登録する第２スタンプ画像登録手段と、を備えることを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　この発明によれば、画像提供装置が、所定のサービスを受けるためのサービス登録を認
識した場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像を
前記データベースを参照して特定し、カード画像に設けられた何れか一つの表示領域に第
１のスタンプ画像が表示されることを示す情報を、上記特定されたスタンプ画像管理情報
中に登録しておき、サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識した場合に、当該
サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データ
ベースを参照して特定し、カード画像に設けられた何れか一つの表示領域に表示されてい
る第１のスタンプ画像に代えて、第１のスタンプ画像が表示されていた表示領域に当該第
１のスタンプ画像とは視覚的に区別可能な第２のスタンプ画像が表示されることを示す情
報を、上記特定されたスタンプ画像管理情報中に登録するように構成したので、当該カー
ド画像を端末装置において閲覧する利用者に対して、自己に与えられるべき（与えられる
予定の）ポイントと、実際に与えられたポイントを容易に把握させることができる。また
、当該利用者に対して、どこまで確定的なポイントを収集できるかを一見して把握させる
ことができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
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　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のサービス登録処理システムにおいて
、前記画像提供装置は、前記端末装置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信する
カード要求受信手段と、前記端末装置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像
管理情報を前記データベースを参照して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、前記
要求に係るカード画像のデータと、前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示される前
記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ画
像のデータと、を取得する情報取得手段と、前記取得されたカード画像のデータ及び前記
スタンプ画像のデータを含む応答情報を前記ネットワークを介して前記端末装置に送信す
るカード画像送信手段と、を備え、前記端末装置は、前記画像提供装置から送信されてき
た応答情報を受信する応答情報受信手段と、前記受信された応答情報に含まれるカード画
像を表示画面上に表示させると共に、当該カード画像における表示領域上に前記第１のス
タンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ画像を表示さ
せる表示制御手段と、を備えることを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１に記載のサービス登録処理システムにおいて
、前記画像提供装置は、前記端末装置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信する
カード要求受信手段と、前記端末装置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像
管理情報を前記データベースを参照して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、前記
要求に係るカード画像のデータと、前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示される前
記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ画
像のデータと、を取得する情報取得手段と、前記カード画像における表示領域上に前記特
定されたスタンプ画像管理情報に示された前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタン
プ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ画像を重畳させて表示用カード画像を生成する
表示用カード画像生成手段と、前記生成された表示用カード画像のデータを含む応答情報
を前記ネットワークを介して前記端末装置に送信するカード画像送信手段と、を備え、前
記端末装置は、前記画像提供装置から送信されてきた応答情報を受信する応答情報受信手
段と、前記受信された応答情報に含まれる表示用カード画像を表示画面上に表示させる表
示制御手段と、を備えることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項２又は請求項３に記載の発明によれば、利用者は、画像提供装置から提供された
カード画像を端末装置において閲覧し、有効になったスタンプ画像を容易に確認でき、自
己に与えられるべき（与えられる予定の）ポイントと、実際に与えられたポイントを容易
に把握することができる。また、利用者は、どこまで確定的なポイントを収集できるかを
一見して把握することができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
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　また、請求項４に記載の発明は、ネットワークに接続可能な端末装置と、所定のサービ
スを受けるためのサービス登録を、前記ネットワークを介して当該サービスを受ける利用
者の前記端末装置からの要求に応じて行うサービス登録装置と、視覚的に区別可能な第１
のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像のデータと、前記サービスに関するカード画像で
あって前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像を重畳させて表示するための
複数の表示領域が設けられたカード画像のデータを記憶する記憶部と、前記ネットワーク
を介して前記利用者の端末装置に前記第１のスタンプ画像、前記第２のスタンプ画像、及
び前記カード画像のデータを提供する画像提供装置と、前記カード画像のデータと、前記
利用者を識別するための利用者識別情報と、を対応付けて利用者毎に判別可能に登録して
おくデータベースと、を備えるサービス登録処理システムであって、前記サービス登録を
認識するサービス登録認識手段と、前記サービス登録が認識された場合に、当該サービス
を受ける利用者の利用者識別情報に対応するカード画像を前記データベースを参照して特
定し、且つ、前記第１のスタンプ画像を表示させるべき前記特定されたカード画像におけ
る何れかの表示領域を特定する特定手段と、前記特定手段により特定された前記表示領域
に前記第１のスタンプ画像を重畳し、当該重畳されたカード画像のデータを前記データベ
ースに更新登録する第１スタンプ画像重畳手段と、前記サービス登録がなされた当該サー
ビスの確定を認識するサービス確定認識手段と、前記サービスの確定が認識された場合に
、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応するカード画像を前記データベー
スを参照して特定し、当該特定されたカード画像の表示領域に重畳された前記第１のスタ
ンプ画像に代えて、前記第１のスタンプ画像が表示されていた表示領域に当該第１のスタ
ンプ画像とは視覚的に区別可能な前記第２のスタンプ画像を重畳し、当該重畳されたカー
ド画像のデータを更新登録する第２スタンプ画像重畳手段と、を備えることを特徴とする
。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　この発明によれば、当該カード画像を端末装置において閲覧する利用者に対して、自己
に与えられるべき（与えられる予定の）ポイントと、実際に与えられたポイントを容易に
把握させることができる。また、当該利用者に対して、どこまで確定的なポイントを収集
できるかを一見して把握させることができる。
　また、請求項５に記載の発明は、視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のス
タンプ画像のデータと、所定のサービスに関するカード画像であって前記第１のスタンプ
画像及び前記第２のスタンプ画像を重畳させて表示するための複数の表示領域が設けられ
たカード画像のデータを記憶する記憶部を有し、ネットワークを介して前記サービスを受
ける利用者の端末装置に前記第１のスタンプ画像、前記第２のスタンプ画像、及び前記カ
ード画像のデータを提供する画像提供装置であって、前記第１のスタンプ画像及び前記第
２のスタンプ画像のデータを管理するためのスタンプ画像管理情報と、前記利用者を識別
するための利用者識別情報と、を対応付けて利用者毎に判別可能に登録しておくデータベ
ースにアクセスするデータベースアクセス手段と、前記利用者の前記サービスを受けるた
めのサービス登録をネットワークを介して接続された前記端末装置からの要求に応じて行
うサービス登録装置による当該サービス登録を認識するサービス登録認識手段と、前記サ
ービス登録が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応す
るスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照して特定する第１特定手段と、前記カ
ード画像に設けられた何れか一つの表示領域に前記第１のスタンプ画像が表示されること
を示す情報を、前記第１特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中に登録す
る第１スタンプ画像登録手段と、前記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識
するサービス確定認識手段と、前記サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを
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受ける利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参
照して特定する第２特定手段と、前記サービスの確定が認識された場合に、前記カード画
像に設けられた何れか一つの表示領域に表示されている前記第１のスタンプ画像に代えて
、当該第１のスタンプ画像とは視覚的に区別可能な前記第２のスタンプ画像が表示される
ことを示す情報を、前記第２特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中に登
録する第２スタンプ画像登録手段と、を備えることを特徴とする。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の画像提供装置において、前記端末装
置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信するカード要求受信手段と、前記端末装
置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照
して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、前記要求に係るカード画像のデータと、
前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示される前記第１のスタンプ画像及び前記第２
のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ画像のデータと、を取得する情報取得
手段と、前記取得されたカード画像のデータ及び前記スタンプ画像のデータを含む応答情
報を前記ネットワークを介して前記端末装置に送信するカード画像送信手段と、を備える
ことを特徴とする。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、請求項７に記載の発明は、請求項５に記載の画像提供装置において、前記端末装
置からのカード画像の要求を示す要求情報を受信するカード要求受信手段と、前記端末装
置の利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベースを参照
して特定するスタンプ画像管理情報特定手段と、前記要求に係るカード画像のデータと、
前記特定されたスタンプ画像管理情報にて示される前記第１のスタンプ画像及び前記第２
のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のスタンプ画像のデータと、を取得する情報取得
手段と、前記カード画像における表示領域上に前記特定されたスタンプ画像管理情報に示
された前記第１のスタンプ画像及び前記第２のスタンプ画像の少なくとも何れか一方のス
タンプ画像を重畳させて表示用カード画像を生成する表示用カード画像生成手段と、前記
生成された表示用カード画像を含む応答情報を前記ネットワークを介して前記端末装置に
送信するカード画像送信手段と、を備えることを特徴とする。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項６又は請求項７に記載の発明によれば、利用者は、画像提供装置から提供された
カード画像を端末装置において閲覧し、有効になったスタンプ画像を容易に確認でき、自
己に与えられるべき（与えられる予定の）ポイントと、実際に与えられたポイントを容易
に把握することができる。また、利用者は、どこまで確定的なポイントを収集できるかを
一見して把握することができる。
【手続補正１４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また、請求項８に記載の発明は、請求項５乃至７の何れか一項に記載の画像提供装置に
おいて、前記サービスは宿泊施設の提供サービスであり、前記カード画像は宿泊施設毎に
登録されるものであって、前記スタンプ画像管理情報には、前記宿泊施設を識別するため
の宿泊施設識別情報が対応付けられており、前記サービス登録認識手段は、前記宿泊施設
の予約の登録を前記サービス登録として認識し、前記第１特定手段は、前記予約の登録が
認識された場合に、前記宿泊施設の提供サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応
し、且つ、当該サービス登録がなされた宿泊施設提供サービスに係る宿泊施設の宿泊施設
識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を特定し、前記サービス確定認識手段は、前記
宿泊施設の予約が確定し宿泊がなされることを前記サービスの確定として認識し、前記第
２特定手段は、前記宿泊施設の予約が確定し宿泊がなされることが認識された場合に、当
該宿泊施設の提供サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応し、且つ、当該宿泊が
なされる宿泊施設の宿泊施設識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を特定することを
特徴とする。この発明によれば、利用者に対して宿泊施設毎にカード画像を提供すること
ができ、宿泊施設毎に、自己に与えられるべき（与えられる予定の）ポイントと、実際に
与えられたポイントを容易に把握させることができる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また、請求項９に記載の発明は、請求項５乃至８の何れか一項に記載の画像提供装置に
おいて、前記第２スタンプ画像登録手段により前記第２のスタンプ画像が表示されること
を示す情報が登録された場合に、前記サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応す
る前記スタンプ画像管理情報に基づいて、当該利用者の前記カード画像における前記表示
領域に表示される前記第２のスタンプ画像の数を認識する第２のスタンプ画像数認識手段
と、前記認識された前記第２のスタンプ画像の数が、予め設定された基準数に達している
か否かを判別する基準数到達判別手段と、前記基準数到達判別手段により前記基準数に達
していると判別された場合には、当該利用者に対して与える報酬に関する報酬情報を、当
該利用者の利用者識別情報に対応付けて登録する報酬情報登録手段と、ことを特徴とする
。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　また、請求項１０に記載の発明は、請求項５乃至９の何れか一項に記載の画像提供装置
において、前記第２スタンプ画像登録手段により前記第２のスタンプ画像が表示されるこ
とを示す情報が登録された場合に、前記サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応
する前記スタンプ画像管理情報に基づいて、当該利用者の前記カード画像における前記表
示領域に表示される前記第２のスタンプ画像の数を認識する第２スタンプ画像数認識手段
と、前記認識された前記第２のスタンプ画像の数が、予め設定された基準数に達している
か否かを判別する基準数到達判別手段と、前記基準数到達判別手段により前記基準数に達
していると判別された場合には、当該利用者に対して報酬が与えられることを示す情報を
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、前記ネットワークを介して当該利用者の端末装置に送信する報酬情報送信手段と、を備
えることを特徴とする。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　請求項９又は請求項１０に記載の発明によれば、第２のスタンプ画像の数が設定された
基準数に達した場合、利用者は報酬を得ることができる。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　また、請求項１１に記載の発明は、請求項９又は１０に記載の画像提供装置において、
夫々の前記表示領域は、順序付けされ、且つ当該順序付けにしたがって前記カード画像上
において順番に配列されおり、前記第１のスタンプ画像は、前記表示領域の配列順に表示
されるものであって、前記基準数に相当する順番の前記表示領域は、他の前記表示領域と
視覚的に区別可能な表示態様になっていることを特徴とする。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　この発明によれば、利用者は、どこまで第２のスタンプ画像を集めれば、報酬が与えら
れるかを一見して把握することができる。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　また、請求項１２に記載の発明は、請求項５乃至１１の何れか一項に記載の画像提供装
置において、前記サービス確定認識手段は、前記サービス登録がなされた当該サービスに
ついて予め設定された確定日に到来した場合に、当該サービスの確定を認識することを特
徴とする。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　また、請求項１３に記載の発明は、請求項５乃至１２の何れか一項に記載の画像提供装
置において、前記カード画像には、前記カード画像の有効期限が設定されており、前記第
１スタンプ画像登録手段は、前記カード画像の有効期限が経過している場合、前記第１の
スタンプ画像が表示されることを示す情報の前記スタンプ画像管理情報中への登録を行わ
ず、前記第２スタンプ画像登録手段は、前記カード画像の有効期限が経過している場合で
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あっても、前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す情報の前記スタンプ画像管理
情報中への登録を行うことを特徴とする。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　この発明によれば、利用者は、所定のサービスを受けるためのサービス登録したことに
より与えられた第１のスタンプ画像分のポイントを確保でき、当該ポイントは無駄となら
ず、したがって、カード画像利用についての利便性を向上させることができる。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　また、請求項１４に記載の発明は、請求項５乃至１３の何れか一項に記載の画像提供装
置において、前記第１のスタンプ画像と前記第２のスタンプ画像は同一形状の絵柄を有す
る画像であって、且つ、前記第２のスタンプ画像に係る絵柄は、前記第１のスタンプ画像
に係る絵柄よりも濃い色からなることを特徴とする。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　この発明によれば、利用者は、一見して第１のスタンプ画像と第２のスタンプ画像との
違いを把握することができる。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　また、請求項１５に記載の発明は、請求項５乃至１４の何れか一項に記載の画像提供装
置において、前記スタンプ画像管理情報には、前記カード画像に設けられた表示領域に表
示される前記第１のスタンプ画像の総数、及び前記第２のスタンプ画像の総数を示す情報
が含まれており、前記第１スタンプ画像登録手段は、前記第１特定手段により特定された
前記スタンプ画像管理情報中における前記第１のスタンプ画像の総数に対して、前記第１
のスタンプ画像が表示されることを示す情報として少なくとも１を加算登録し、前記第２
スタンプ画像登録手段は、前記第２特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報
中における前記第１のスタンプ画像の総数に対して少なくとも１を減算登録し、且つ、前
記第２特定手段により特定された前記スタンプ画像管理情報中における前記第２のスタン
プ画像の総数に対して、前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す情報として少な
くとも１を加算登録することを特徴とする。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００３１】
　この発明によれば、第１のスタンプ画像の総数と第２のスタンプ画像の総数をスタンプ
画像管理情報で管理することで、管理すべきデータ量を少なくでき、より効率的にカード
画像に設けられた表示領域に表示されるスタンプ画像を管理することができる。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　また、請求項１６に記載の発明は、請求項５乃至１４の何れか一項に記載の画像提供装
置において、前記第１スタンプ画像登録手段は、前記第１のスタンプ画像を表示させるべ
き前記カード画像における何れかの表示領域を特定し、当該特定された表示領域に前記第
１のスタンプ画像が表示されることを示す情報を、前記第１特定手段により特定された前
記スタンプ画像管理情報中に登録し、前記第２スタンプ画像登録手段は、前記第１のスタ
ンプ画像が表示される表示領域のうち、前記第２のスタンプ画像が表示されるべき前記表
示領域を特定し、当該特定された前記表示領域に前記第１のスタンプ画像に代えて、前記
第２のスタンプ画像が表示されることを示す情報を、前記第２特定手段により特定された
前記スタンプ画像管理情報中に登録することを特徴とする。
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　この発明によれば、どの表示領域にどのスタンプ画像（第１のスタンプ画像又は第２の
スタンプ画像）を表示すれば良いかをより明確にすることができる。
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　また、請求項１７に記載の発明は、視覚的に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２の
スタンプ画像のデータと、所定のサービスに関するカード画像であって視覚的に区別可能
な第１のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像のを重畳させて表示するための複数の表示
領域が設けられたカード画像のデータを記憶する記憶部を有し、ネットワークを介して前
記サービスを受ける利用者の端末装置に前記第１のスタンプ画像、前記第２のスタンプ画
像、及び前記カード画像のデータを提供する画像提供装置であって、前記カード画像のデ
ータと、前記利用者を識別するための利用者識別情報と、を対応付けて利用者毎に判別可
能に登録しておくデータベースにアクセスするデータベースアクセス手段と、前記サービ
ス登録装置による前記サービス登録を認識するサービス登録認識手段と、前記サービス登
録が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報に対応するカード
画像を前記データベースを参照して特定し、且つ、前記第１のスタンプ画像を表示させる
べき前記特定されたカード画像における何れかの表示領域を特定する特定手段と、前記特
定手段により特定された前記表示領域に前記第１のスタンプ画像を重畳し、当該重畳され
たカード画像のデータを前記データベースに更新登録する第１スタンプ画像重畳手段と、
前記サービス登録がなされた当該サービスの確定を認識するサービス確定認識手段と、前
記サービスの確定が認識された場合に、当該サービスを受ける利用者の利用者識別情報に
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対応するカード画像を前記データベースを参照して特定し、当該特定されたカード画像の
表示領域に重畳された前記第１のスタンプ画像に代えて、当該第１のスタンプ画像とは視
覚的に区別可能な前記第２のスタンプ画像を重畳し、当該重畳されたカード画像のデータ
を更新登録する第２スタンプ画像重畳手段と、を備えることを特徴とする。
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　また、請求項１８に記載の発明は、所定のサービスに関するカード画像であって視覚的
に区別可能な第１のスタンプ画像及び第２のスタンプ画像を表示するための複数の表示領
域が設けられたカード画像のデータを、ネットワークを介して前記サービスを受ける利用
者の端末装置に提供するコンピュータにおける画像提供方法であって、前記コンピュータ
は、前記スタンプ画像を管理するためのスタンプ画像管理情報と、前記利用者を識別する
ための利用者識別情報と、を対応付けて利用者毎に判別可能に登録しておくデータベース
にアクセスする工程と、前記利用者の前記サービスを受けるためのサービス登録をネット
ワークを介して接続された前記端末装置からの要求に応じて行うサービス登録装置による
当該サービス登録を認識する工程と、前記サービス登録が認識された場合に、当該サービ
スを受ける利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベース
を参照して特定する第１特定工程と、前記カード画像に設けられた何れか一つの表示領域
に前記第１のスタンプ画像が表示されることを示す情報を、前記第１特定工程により特定
された前記スタンプ画像管理情報中に登録する工程と、前記サービス登録がなされた当該
サービスの確定を認識する工程と、前記サービスの確定が認識された場合に、当該サービ
スを受ける利用者の利用者識別情報に対応するスタンプ画像管理情報を前記データベース
を参照して特定する第２特定工程と、前記カード画像に設けられた何れか一つの表示領域
に表示されている前記第１のスタンプ画像に代えて、当該第１のスタンプ画像とは視覚的
に区別可能な前記第２のスタンプ画像が表示されることを示す情報を、前記第２特定工程
により特定された前記スタンプ画像管理情報中に登録する工程と、を備えることを特徴と
する。
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　また、請求項１９に記載の画像提供プログラムの発明は、コンピュータを請求項５乃至
１７の何れか一項に記載の画像提供装置として機能させることを特徴とする。
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